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令和６年８月２０日 東京地方裁判所刑事第６部宣告 

令和４年刑(わ)第１７２７号 保護責任者遺棄被告事件 

 

主       文 

被告人は無罪。 

理       由 

第１ 公訴事実及び争点 

 １ 公訴事実 

 被告人は、ａ、ｂ及びｃとともに、令和３年６月１０日から東京都豊島区（以下

省略）ホテルｄ（以下「本件ホテル」という。）６２７号室（以下単に「６２７号

室」という。）にｅ（当時３８歳）と宿泊滞在し、同室において同人らとともに複

数種類の薬剤を摂取し、その効果を味わうなどしていたものであるが、ｅが薬剤を

過剰に摂取して同月１１日午前８時過ぎ頃には身体をゆするなどしても全く反応し

ない昏睡状態に陥っているのを認めたのであるから、直ちに救急車の派遣を求めて

医師による専門的診察・治療を受けさせ、ｅの生命、身体の安全のために必要な保

護をなすべき責任があったにもかかわらず、ａ、ｂ及びｃと共謀の上、その頃から

同日午後４時１４分頃までの間、同所において、救急車の派遣を求めることなくｅ

を放置し、もってｅの生存に必要な保護をしなかったものである。 

２ 争点 

被告人は、令和３年６月１１日（以下、年月日については、特に記載しない限り

令和３年のものである。）午前９時２４分頃、ｅ、ｂ、ｃ及びａを残し、先に６２

７号室から退出しているところ、本件の争点は、①被告人の保護責任の有無、あっ

た場合の被告人の認識の有無、②６月１１日午前９時２４分頃までに被害者が要保

護状態となっていたか、なっていた場合の被告人の認識の有無、③被告人は、６月

１１日午前９時２４分頃までの間に、ｂ、ｃ及びａとの間で、救急車の派遣を求め

ないことについての共謀をしたか、である。 
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第２ 前提事実 

 被告人とｅは、本件当時頃、いわゆるオーバードーズ（用法用量を守らずに薬剤

（複数種類の場合もある）を過剰に摂取する行為）を一緒に行う関係にあり、本件

までに１０ないし２０回ほど共にオーバードーズを行ったことがあり、肉体関係も

あった。また、被告人は、４月から５月頃、ｅから覚醒剤を使用している旨告げら

れやめるよう伝えたことがあり、その後もｅに覚醒剤を再び使用していないか確認

したことがあった。 

 被告人は、６月１０日、ｅから、オーバードーズをするオフ会をしているから来

るように誘われ、ｂ、ｃ及びａも参加することを聞いた上で上記オフ会に参加する

こととした。ｅ、ｂ、ｃ及びａは、同日午後７時３１分頃、本件ホテルに入って６

２７号室及び６３１号室（以下単に「６３１号室」という。）を借り、同日午後７

時４７分頃、６２７号室に入った。被告人は、同日午後９時１６分頃、本件ホテル

に入って１０１９号室を借り、同日午後９時３２分頃、６２７号室に入った。被告

人とｂ、ｃ及びａは初対面であった。 

 その後、被告人らは、６２７号室において、飲酒をしたり薬を飲んだりしていた

が、被告人は、６月１１日午前８時過ぎ頃、ｂから「ｆさん（ｅの呼び名）大丈夫

かな」と言われ、ｅの様子を見た。 

 被告人は、その後、同日午前９時２４分頃、６２７号室から退出した。ｂ、ｃ及

びａは、同日午後３時４９分頃から、ｅに対し、経鼻胃管挿入の措置をした。 

 ｅは、６月１２日に死亡した。 

第３ 争点②（６月１１日午前９時２４分頃までに被害者が要保護状態となってい

たか、なっていた場合の被告人の認識の有無）に係る判断 

 被告人がｅに対して保護責任を有するのに、ｅの生存に必要な保護行為として行

うことが刑法上期待される特定の行為をしなかったと認められるか否かの検討の前

提として、ｅが、刑法上の要扶助者として、その生存のために特定の保護行為を必

要とする要保護状態にあったのかが問題となるので、まずこの点に係る争点②を検



- 3 - 

討する。 

以下、証人尋問調書の該当頁を指摘する場合は、証人名と頁の数のみ記載し、被

告人質問調書も同様の形式で記載する。また、括弧内の甲乙弁の番号は、証拠等関

係カード（検察官請求分、弁護人請求分）に記載された証拠の番号を意味する。 

１ ６月１１日午前９時３７分頃からｂらがｅの状態を撮影した動画（甲４１、

以下「本件動画」という。）の位置付けについて 

本件の公訴事実において、被告人、ｂ及びｃは、ｅが６月１１日午前８時過ぎ頃

に身体をゆするなどしても全く反応しない昏睡状態に陥っているのを認めたとされ

ており、この状態にあったことがｅの要保護状態の前提とされている。もっとも、

本件では、ｅの状態を把握できる客観的な証拠としては、６月１１日午前８時過ぎ

頃のものはなく、その時間帯に最も近いものとしては、本件動画があるのみである。

そこで、まず、本件動画の段階で、ｅが昏睡状態に陥っていたと認められるかを検

討する。 

２ 本件動画におけるｅが昏睡状態に陥っていたと認められるかについて 

（１） 本件動画におけるｅは、ベッド上に仰向けの状態で横たわり、呼吸はし

ているものの、半目を開けた状態で瞬きをせず、黒目は動いておらず、唇を含めて

顔色が悪い状態にあり、ｂが、瞼を指で開けて携帯電話のライトを当てる、唇をつ

かむ、口の中に指を入れるなどしても反応はなく、半目で口が半開きの状態にあっ

たと認められる。 

（２） 本件動画におけるｅの状態を見たｇ医師は、ｅには、口の筋肉の弛緩、

瞼の筋肉が弛緩して刺激で閉じるなどの反応をしない状態、眼球の固定、舌根の筋

肉が緩んで頭の下に枕を入れた時に舌根が落ちて気道閉塞気味になり呼吸がいびき

様になる状態が認められ、目に光を入れるという強い刺激を加えても一切体動しな

いから、ｅは後述するＪＣＳ３００の深昏睡の状態にあったと判断できる旨証言す

る（ｇ医師６、１４ないし１８）。 

また、同じく本件動画におけるｅの状態を見たｈ医師は、ｅは、呼び掛けをされ
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ても、周囲の者から目を開けられてライトを当てられて瞳孔を確認されても、反応

しない状態にあり、目が半開きで瞬きせず、黒目も動いている様子がなく、いびき

が聞こえているので舌根が沈下して気道閉塞を起こし掛かっている状態にあったと

認められるから、少なくともＪＣＳ(ジャパン・コーマ・スケール。日本で広く使わ

れている意識レベルを表すスケール。目が覚めているのが１桁(１、２、３）、寝て

いるが刺激すると起きるのが２桁(名前を呼べば起きるのが１０、大声や揺さぶり

により起きるのが２０、かなり強くつねるなどしてやっと起きるのが３０)、刺激し

ても目を開けないのが３桁（１００、２００、３００。痛み刺激に全く反応しない

のが３００。）。)で意識レベル３桁の深昏睡であることは間違いなく、瞬きや顔を

横に向けたら目が付いていくという状態は、脳幹の部分の反応であるが、これらが

ないということは、脳幹の反応が抑制されるほど強い昏睡状態であるといえる、目

の上をいじっても全く動きがないというのは、ＪＣＳ３００という可能性が非常に

高いと思われる旨証言する（ｈ医師１１、１２、１５、１６）。 

ｇ医師及びｈ医師は、救急専門医としての経歴や薬物中毒患者に係る臨床経験に

何ら問題はないところ、以上のように、本件動画におけるｅの状態について、日本

で広く使われているＪＣＳを適用し、ｇ医師はＪＣＳ３００の深昏睡と、ｈ医師は

間違いないところでＪＣＳ３桁の深昏睡であると評価している。 

（３） 他方で、ｉ医師は、本件動画におけるｅの状態を見た上で、意識レベル

の評価は、見た目だけでは正確な評価はできない、意識レベルを正確に判定するた

めには、目を開けているかの判断をし、目を開けていなければ、呼び掛けで目を開

けるのか、それとも痛み刺激などの強い刺激を与えて目を開けるのか、言葉を発す

るか、正確に受け答えできるか、自分の置かれている日時場所などを正確に答えら

れるか、手を握るや話すといったこちらの指示に正確に従えるかなどによって判断

する、痛み刺激とは、胸の中央辺りを拳でグリグリと押したり、指の爪の辺りを強

く押したりして痛みを与えて、それによって目を開けるか、痛がって手を払いのけ

るかで意識レベルを評価するものである、本件動画の中に、医学的に痛み刺激に該
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当するものはなく、手を口に突っ込む行為、揺さぶる行為、他人が手で瞼を開ける

行為、ライトで顔の辺りを照らす行為は、いずれも痛み刺激には該当せず、本件動

画だけを見てｅの状態を正確にＪＣＳ３桁以上の意識レベルという評価はできない

旨証言する（ｉ医師２ないし４）。ｉ医師についても、救急専門医としての経歴や

薬物中毒患者に係る臨床経験に何ら問題はなく、上記証言内容の信用性を否定する

理由はない。 

（４） このｉ医師の証言内容を踏まえ、改めて既に述べたもの以外のｇ医師の

証言内容をみると、ｇ医師は、昏睡というのは、刺激しても覚醒しない状態である

ところ、ＪＣＳ３０は痛み刺激を加えつつ呼び掛けを繰り返すと辛うじて会話をす

るというもの、ＪＣＳ１００やＪＣＳ２００は痛み刺激に対し払いのける動作や屈

曲をするというもの、ＪＣＳ３００は痛み刺激に対して反応しないというものであ

る、痛み刺激は強い痛覚刺激のことで、胸骨の前面を拳でグリグリと強く押す、親

指で眼窩の部分を強く圧迫するなどといったものである、体を揺さぶることは弱い

痛み刺激になると思うが、瞼を開けることは痛み刺激ではない、ＪＣＳの適用に関

し、評価対象者に客観的に痛み刺激を加えていない場合、数字を書くことはないが、

その評価対象者の筋肉が弛緩してぴくりともしなかったら、ＪＣＳ３００に近い状

態とある程度の推定をすることはある旨証言している（ｇ医師３５ないし３８）。

このｇ医師の証言とｉ医師の証言を併せ考えると、刺激しても覚醒しない状態であ

る昏睡状態にあるか否かをＪＣＳを適用して正確に評価するためには、やはり評価

対象者に痛み刺激を加えてその反応をみることが必要であり、それがない場合には

ある程度の推定しかできないものと考えられる。この点について、ｇ医師は、体を

揺さぶることも弱い痛み刺激となる、目に光を入れることは強い刺激であると証言

するが、ｉ医師に加えてｇ医師自らも説明する通常の痛み刺激の内容を考慮すると、

上記各刺激がＪＣＳの適用のために必要な痛み刺激に該当するとは考えられない。

そうすると、本件動画におけるｅの状態はＪＣＳ３００の深昏睡に当たるとするｇ

医師の証言は、本件動画中のｅにＪＣＳの適用のために必要な痛み刺激が加えられ
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ていたとは認められない以上、信用性を認めるには合理的な疑いが残るといわざる

を得ない。 

また、改めて既に述べたもの以外のｈ医師の証言内容もみると、ｈ医師は、意識

レベルがＪＣＳで３桁か２桁かというのは、開眼するかしないかで違うところ、こ

れは１か所だけ体をいじっても分からないので、何か所かいじって判断する、手足

をつねって目が覚めないとき、目の所を押さえても目が覚めなかったら３桁だと判

断するが、本件動画のｅは目を無理矢理こじ開けられても動かず開眼していないの

で、やはりＪＣＳ３桁ではないかといえる旨証言する（ｈ医師３１、３２）。この

ｈ医師の証言によれば、本件動画中のｅが刺激しても覚醒しない状態である昏睡状

態にあるか否かをＪＣＳを適用して評価するに当たり、ｈ医師は、本来ｅに加える

べき刺激が本件動画中ではそもそも量的に足りていない中で、ｅが他人によって目

を開けられていることに着目し、それでもｅが動かないことをもってｅがＪＣＳ３

桁の状態にあると判断したものと考えられるところ、他人が目を開ける行為がＪＣ

Ｓの適用のために必要な痛み刺激に当たらないことは、ｇ医師とｉ医師が一致して

述べるところである。ｈ医師自身も、ｅの目のどこを押しているか正確に見えてい

ないので、ＪＣＳ３桁か２桁かを断定することはできないと述べている（ｈ医師３

２）。そうすると、本件動画におけるｅの状態は間違いないところでＪＣＳ３桁の

深昏睡に当たるとするｈ医師の証言は、ｅに加えられたのはＪＣＳの適用のために

必要な痛み刺激ではないのに、その刺激をもってＪＣＳを適用した判断をしたもの

であるから、信用性を認めるには合理的な疑いが残るといわざるを得ない。 

（５） 以上によれば、ｇ医師及びｈ医師の上記証言により、本件動画における

ｅの状態を昏睡状態に陥っていたと認定することはできない。 

なお、ｇ医師は、本件動画におけるｅの状態は、ＧＣＳ（グラスゴー・コーマ・

スケール。ＪＣＳとは別の意識レベルを表すスケール。）でも３という最も悪い状

態に当たる深昏睡であるとの趣旨の証言（ｇ医師１７、１８、２２、２３）をして

いるが、ｇ医師の証言によれば、ＧＣＳ３は、どんな刺激を加えても開眼も発音も
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体動もしないという状態であるところ、本件動画におけるｅに、ＧＣＳの適用のた

めに必要な刺激が十分に加えられていないことは、結局ＪＣＳの場合と同様である

疑いが払拭できない。したがって、このＧＣＳに関するｇ医師の証言も信用できず、

それによって本件動画におけるｅを昏睡状態と認定することはできない。 

また、ｇ医師は、昏睡以上になると、その者の体位によって舌根の筋肉が緩んで

気道を塞ぐことがある旨証言するが（ｇ医師１６、３９、４０）、ｈ医師は、意識

レベルの程度とどれくらい舌根の筋肉が落ちるかの相関関係について、意識レベル

が悪い方が舌根の筋肉が落ちるリスクが高いとはいえるが、直ちに相関するとはい

えず、ＪＣＳ３００でも舌根沈下しない者もいれば、ＪＣＳ２桁であっても舌根沈

下で盛大にいびきをかく者もいる、喉や顔の構造、肥満の程度なども影響する旨証

言している（ｈ医師４０）から、本件動画におけるｅに舌根沈下のような状態がみ

られることをもって、ｅが昏睡状態にあったと認定することはできない。 

さらに、ｇ医師は、深昏睡から呼吸停止に至る過程に全ての脳幹反射が消失する

状態があり、それは、対光反射やまつ毛を刺激するとぐっと目を閉じるなどする 睫
ショウ

毛反射がなくなる状態である旨証言する（ｇ医師２１）が、本件動画におけるｅの

対光反射については、ｂがｅの目にスマートフォンのライトを当てている様子はあ

るものの、その際のｅの目は全く映っておらず、それに関するｂの発言内容（瞳孔

自体は割とそこまでやっぱりパキッてなるね）から対光反射の有無を認定すること

はできないし、睫毛反射についても、それを判断するための刺激がｅに加えられて

いるとは認められない。 

３ ６月１１日午前８時過ぎ頃のｅが昏睡状態に陥っていたと認められるかにつ

いて 

本件の公訴事実において被告人らがｅが昏睡状態に陥っているのを認めたとされ

ている６月１１日午前８時過ぎ頃のｅの状態に関しても、その当時のｅに加えられ

た刺激としては、声掛けをされる、体を揺すられる、瞼を他人の指で開けられて瞳

孔にライトの光を当てられるといったものであったと認められ（甲３２）、これら



- 8 - 

はＪＣＳを適用するために必要な痛み刺激には該当しない。なお、ｃは、ｂがｅの

太ももをつねっていた旨証言している（ｃ２５）が、ｂ自身がそのような供述はし

ておらず、その信用性には疑問がある上、仮にｂによる太ももをつねる行為があっ

たとしても、その程度は全く明らかになっておらず、これについてもＪＣＳを適用

するために必要な痛み刺激であったとは認められない。 

以上によれば、関係証拠を検討しても、６月１１日午前８時過ぎ頃のｅにＪＣＳ

を適用するために必要な痛み刺激が加えられたとは認められないから、その当時の

ｅが昏睡状態に陥っていたと認定することはできない。なお、ｂは、被告人から、

この当時のｅの瞳孔の状態について、「光を当てても、瞳孔に変化がない」との説

明を受けた旨供述する（甲３２）が、被告人の具体的な説明内容に関するｂの記憶

の正確性に疑問が残ることは後述する（後記５（４）エ）とおりであり、このｂの

供述をもって、ｅの対光反射が消失していたと認めることはできない。 

そうすると、本件の公訴事実において、ｅが６月１１日午前８時過ぎ頃に昏睡状

態に陥っていたとされている点は、これを認定できない。 

４ ｅの昏睡状態と要保護状態の関係について 

もっとも、被告人がｅの状態を見た６月１１日午前８時過ぎ頃から被告人が６２

７号室から退出した同日午前９時２４分までの間のｅの要保護状態は、ｅが昏睡状

態に陥っていたことを前提としなければ認められないというものではないと考えら

れる。ｈ医師は、命が危なくなる原因は、ＡＢＣＤＥのどれかあるいは複数に問題

が生じることである、Ａは気道の異常、Ｂは呼吸の異常、Ｃは循環の異常、出血や

脱水で血液が足りなくなる場合など、Ｄは中枢神経系の異常、その異常が起こると

意識がなくなるなどする、Ｅは体温の異常である旨証言する（ｈ医師３ないし５）。

この点については、弁護人請求のｉ医師も、当該患者がこのままでは重篤になるか、

致死的になるかというのは、意識レベルだけではなくて、ＡＢＣＤというが、気道

の状況がどうか、呼吸の状態がどうか、循環器や血圧がどうかもみて判断する旨証

言している（ｉ医師１８）。そこで、上記時間帯において、ｅが、昏睡状態に陥っ
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ていたとは認められない場合でも、要保護状態にはあったと認められる時点がある

かについて、以下検討する。 

５ ｅが６月１１日午前８時過ぎ頃に要保護状態にあったかについて 

まず、ｅが、６月１１日午前８時過ぎ頃に要保護状態にあったかを検討する。 

（１） ｅは、６月１０日に６２７号室に入ってから６月１１日午前８時過ぎ頃

に至るまでの間に、カチノン、覚醒剤、コンサータ、ベタナミン、メジコンなどを

摂取しており、メジコンについては、少なくとも４０錠は摂取した（甲３１、３２）。

また、ｅが同日に救急搬送された病院でのトライエージの結果によれば、ｅの体内

からはＭＤＭＡも検出された（甲２３）。ｅ、ｂ、ｃ及び被告人は、被告人が６２

７号室に入ってから、酒を飲んだり話したりしていた（被告人２０、２１）。 

なお、ｇ医師は、死亡したｅはメジコンをもっと大量に飲んだはずである旨証言

するところ（ｇ医師２１）、６２７号室から発見されたメジコン（デキストロメト

ルファン）の空の包装シートは５４錠分にとどまり（甲１０、１２）、被告人もメ

ジコンを２０錠程度飲んだと供述している（被告人２１）ものの、ｅの所持品から

メジコンの５００錠ボトルが発見されている（甲１３、１４）から、ｇ医師の証言

するとおり、ｅのメジコンの服用量はもっと多かった可能性はあると認められる。

もっとも、上記事実関係をもってしても、結局ｅが何錠飲んだかは判然としないか

ら、ｂの供述に基づいて少なくとも４０錠とのみ認定した。 

（２） 被告人が状態を見た６月１１日午前８時過ぎ頃のｅの状態について、ｂ

は、声掛けをしても体を揺すっても全く反応しない状態であり、被告人も声掛けを

したり体を揺すったり瞼を２本の指で開けてスマートフォンのライトを使って瞳孔

を見たりしたが、やはりｅの反応はなかった旨供述する（甲３２）。この供述は、

ｂがｅの異変に気付いた際のｅの状態そのものについてのものであり、ｂの記憶に

よく残っていたものと考えられ、十分信用できる。 

なお、上記の頃のｅの意識の状態に関する被告人の発言について、ｂは、令和３

年６月１７日の取調べでは深刻と言っていたと供述し（甲４４）、令和４年７月１
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２日には、本件動画を見せられた上で、ｂ自身が「意識消失のスリーくらいのレベ

ル」と発言している点を捉え、その発言は被告人が言っていたことの受け売りであ

ると供述する（甲３３）。後者の発言内容については、ｂが本件動画を見て供述を

始めたもので、正確な記憶に基づくものか疑問であるし、ｂは、意識レベルについ

て、最高はレベル４で心停止状態などの緊急状態をいうと思い込んでいたものと認

められる（甲３３）ところ、上記のとおり反応しないｅを見て「意識消失のスリー

くらいのレベル」と自ら発言したものであり、その発言は被告人の受け売りではな

かった可能性があるから、信用性を認めるには疑いが残るが、前者の供述は、６月

１１日に近い記憶の新しい段階の供述として信用できる。もっとも、被告人が上記

のとおり反応しないｅの状態を深刻と評することはあり得るし、そもそもこの被告

人の言い方からその当時のｅの意識の状態に係る新たな客観的事実を推認すること

はできない。 

（３） ｃは、６月１１日午前８時過ぎ頃を含めた同日午前９時２４分頃に被告

人が帰るより前のｅの状態について、本件動画におけるｅと特に違いはなく、常に

目が半開きで、いびきのような音を出して息をしていた旨証言する（ｃ２３、３３

ないし３５）。しかし、まず、いびきのような音を出して息をしていたという点は、

ｃが自ら、本件動画においてｅの顔などを動かした時点以降にいびきをかき始め、

それ以前はいびきをかいていなかった可能性があることを認める証言をしている

（ｃ６２、６３）。また、６月１１日午前８時過ぎ頃のｃの状態は、６月９日にａ

が自殺未遂をしたので、茨城県にあるｃ宅から練馬区にあるａ宅の近くに車で駆け

付けてから、仮眠程度をしたのみで、ａと共にｅ及びｂと合流し、その後も運転手

役を務めるなどして眠ることなく６２７号室に入り、飲酒と共に慣れない服薬をし

たため嘔吐して記憶が飛ぶ状態になり、しばらくその状態が続いた後、６３１号室

に眠りに行ったがなかなか寝付けず、ほとんど眠れていない状態であったと認めら

れる（ｃ５８ないし６２）。このような状態にあったｃが、本件動画によって後に

確認することができたその頃のｅの状態は記憶しているものの、それ以前のｅの状
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態を正確に記憶できておらず、本件動画の内容と区別できていないことは十分に考

えられる。現に、ｅの状態をよく見ていたと認められるｂは、６月１１日午前８時

過ぎ頃に異常に気付いた頃のｅの状態について、「寝ていると思った状態と何が違

うというのは説明できず、感覚的なもの」としか供述しておらず、常に目が半開き

であったとは供述していない（甲３２）。そうすると、６月１１日午前８時過ぎ頃

のｅの状態に関するｃの証言は信用できない。 

（４）ア 被告人は、６月１１日午前８時過ぎ頃のｅの状態について、よく寝て

いるなという印象であり、目は普通に閉じていて半目ということはなく、スースー

と良く寝ている寝息をたてていていびきは出ていなかった、興奮系の薬の中毒だと

瞳孔は大きく散瞳があり、モルヒネのような薬の中毒だと縮瞳が起こり、脳出血が

生じると瞳孔不同という左右の瞳孔の大きさが違くなる現象が起こるので、ｅに薬

物中毒や脳出血が生じていないかを確認するために瞳孔の大きさの変化を見て、部

屋の明かりを利用して瞳孔の対光反射の有無も確認したが、瞳孔の大きさに異常な

変化はなく、その旨をｂに伝えた、ｅの呼吸の音を聞き、胸の動きを見て口のそば

に手を当て、回数や息の強さを確認したが、それらに異常はなかった、ｅからいび

きは出ておらず、舌根沈下もなかった、ｅの体温、脈、顔色にも異常はなかった、

ｂには、夕方ぐらいには目が覚めると思うよと伝え、その後はスマートフォンを見

るなどして過ごしていた旨供述する（被告人２５ないし２８、３０、３２）。 

イ この被告人の供述は、ｅの意識の状態の程度については、被告人がｅに声を

掛けて体を揺すったこと、スマートフォンのライトを使って瞳孔の状況を確認した

ことといったｅに加えた刺激の内容を述べていないし、ｂにｅの意識の状態を深刻

と話したことも述べていないから、ｅの意識の状態に問題があったことにつながる

事実関係に関する供述を避けているといわざるを得ない。 

ウ しかし、その他の被告人が供述するｅの状態、すなわち、目及び瞳孔の状態、

いびき、呼吸及び顔色の状態、脈や体温の状態については、薬物中毒の症状として

散瞳や縮瞳が生じ得ること、脳出血が起こると瞳孔不同が生じることはｇ医師も認
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めるところであり（ｇ医師２６ないし２８）、被告人がｅに薬物中毒や脳出血が生

じていないかを確認するためにｅの瞳孔の変化を確認したことは合理的であったと

いえることに加え、ｂも、ｅが半目であったとかいびきをかいていたとの供述はし

ておらず（甲３２）、脈拍は正常だったと思う旨述べていること（甲４３）を併せ

考えると、その信用性を否定する根拠となる具体的な事情や証拠は見当たらないと

いうほかない。 

エ この点について、ｂは、被告人から、ｅの瞳孔の状態について、「光を当て

ても、瞳孔に変化がない」との説明を受けた旨供述する（甲３２）が、この被告人

の説明は、被告人からレクチャーを受けていた際に聞いたもので、そのレクチャー

は、脈の測り方や瞳孔に対してライトを当てた場合にその反応でどういった状態が

分かるかというものであったところ、アバウトな内容であったのでよく覚えていな

いとも供述している（甲４３）から、被告人の具体的な説明内容に関するｂの記憶

の正確性には疑問が残る。したがって、ｂの上記供述により、ｅの瞳孔の大きさに

異常な変化はない旨ｂに説明したとの被告人の上記供述の信用性が減殺されること

はないといえる。 

オ また、ｂは、被告人による夕方には目を覚ますと思うとの回答は、被告人が

帰る頃（６月１１日午前９時２４分頃）までなく、被告人は、ｅの様子を見た後、

何も説明しなかった旨供述する（甲３２、４３）。しかし、被告人が、ｂから頼ま

れてｅの様子を見たのに、ｂにｅの状態について長時間何も回答せず、ｅの状態に

異常を感じて医師である被告人に様子を見ることを頼んだｂも何の回答も求めなか

ったというのはかなり不自然な経過である。ｂの供述によれば、被告人が、ｂに対

し、ｅの意識の状態を深刻と話したり、脈の測り方や瞳孔にライトを当てた場合に

何が把握できるかをレクチャーしたり、ｅの瞳孔を見た結果を説明したりする場面

はあったというのであるから、このような被告人とｂのやり取りの状況とも合わな

い。したがって、被告人による上記回答のタイミングに関するｂの供述の正確性に

は疑問が残り、これをもって、ｅの状態を見た後にｂに対して夕方ぐらいには目が
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覚めると思うよと伝えたとする被告人の上記供述の信用性が減殺されることはない

といえる。 

（５） 以上によれば、ｂ及び被告人の供述により、６月１１日午前８時過ぎ頃

のｅは、意識については、声掛けをしても体を揺すっても瞼を２本の指で開いてス

マートフォンのライトを使って瞳孔を見ても反応がないという状態にあったが、そ

の他の目、瞳孔、いびき、呼吸、顔色、脈及び体温の状態には問題が見られなかっ

たと認められる。そして、救急医療においては、一般的に、呼び掛けでも痛み刺激

でも開眼しない場合に気道確保、気道挿管の適用とされている（ｈ医師１２）とこ

ろ、ｅの上記意識の状態は、これらの気道に関する措置の適用が必要な状態にあっ

たとまでは認めることができない（痛み刺激でも開眼しない場合にあったと認めら

れないことは、既に述べたとおりである。）。そうすると、６月１１日午前８時過

ぎ頃のｅの状態については、上記（１）のとおりの薬物の摂取状況や摂取の可能性

を踏まえても、刑法上の要扶助者としてその生存のために特定の保護行為を必要と

する要保護状態にあったと認めるには合理的な疑いが残るというほかない。 

６ ｅが６月１１日午前８時過ぎ頃より後の同日午前９時２４分頃までの間に要

保護状態にあったかについて 

次に、ｅが、６月１１日午前８時過ぎ頃より後の同日午前９時２４分頃までの間

に要保護状態にあったかを検討する。 

（１） まず、上記時間帯のｅの状態について、本件動画のような客観的証拠は

なく、ｂは、被告人が帰る前に２ないし３回ｅの脈と体温をみたと供述するのみで、

その際のｅの状態については供述していない。被告人も、上記時間帯のｅの状態に

ついて供述していない。 

ｃは、上記時間帯のｅは本件動画の時の状態と変わらなかった旨証言するが、ｃ

の記憶の正確性に疑問があることは既に述べたとおり（前記５（３））である。ま

た、ｃは、上記時間帯においても、ｂとともに、ｅの脈を測るだけでなく、ｅに対

する呼び掛けもしていた旨証言する（ｃ２９、３０）が、この証言についても、ｃ
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が、上記時間帯のことは覚えていない旨証言したのに対して、検察官による誘導尋

問が行われ、その質問にそのまま合わせる内容と、本件動画の中でｂが行っている

ｅに対する呼び掛けの態様と同様の内容を証言するものにすぎないから、ｃが喚起

された記憶ではなく不正確な記憶に基づいて証言した可能性がある。ｅの状態をよ

く見ていたと認められるｂは、上記時間帯に呼び掛けをしていたとは供述していな

いし、ｃがｅに対して何らかの行動をとっていたことも供述していない。ｃは、以

前にもｅが倒れたのを見たが１ないし２時間で起きてその後は元気であったという

経験をしたことがある（ｃ２３、５２、５３）というのであるから、ｅの様子を特

に確認していなかったことも十分に考えられる。したがって、上記時間帯のｅの状

態及びそれに対する行動についてのｃの証言は信用できない。 

以上によれば、６月１１日午前８時過ぎ頃より後の同日午前９時２４分頃までの

間のｅの状態について、これを直接的に認定できる証拠はない。 

（２） そこで、客観的に把握できる本件動画におけるｅの状態について判断す

ると、ｇ医師は、本件動画におけるｅについて、深昏睡と表現する程度に意識状態

が悪いことに加え、舌根の筋肉が緩んで頭の下に枕を入れた時に舌根が落ちて気道

閉塞気味になり呼吸がいびき様になる状態があるため、もう少し前屈して舌根が落

ちれば気道を塞いで窒息することがあるから、気道を確保し、血圧が低めであれば

点滴をして血圧を保つ必要があった旨証言する（ｇ医師１８、１９等）。ｈ医師は、

本件動画におけるｅについて、自発呼吸はあり、血圧は何とか保たれていたものの、

深昏睡と表現する程度に意識レベルが悪く、いびきが聞こえていることから舌根が

沈下して気道閉塞を起こし掛かっているので、気道確保と酸素投与が必要であった

旨証言する（ｈ医師１２、１３等）。ｉ医師も、本件動画におけるｅは、顔色が悪

く、酸素が足りない時に起こるチアノーゼのような症状が見えて、いびきの呼吸が

出てきているので舌根が落ちて呼吸抑制があった可能性があり、目が半開きのまま

なので意識レベルもかなり悪いから、気道を確保して酸素を投与することや、血圧

が低ければ点滴をするなどの処置が必要であったのであり、その状態のｅを見て救
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急車を呼ばないことは考えられない旨証言する（ｉ医師２０ないし２２）。これら

の証言を併せ考えれば、本件動画におけるｅについては、気道、呼吸及び意識の状

態が相まって窒息等による生命の危険があり得るため、その生存のために救急車の

派遣を求めて医師による専門的診察・治療を受けさせるという特定の保護行為を必

要とする状態にはあったと認められる。 

（３） もっとも、この本件動画におけるｅの状態がいつから生じたものである

かに関連して、ｇ医師は、６月１１日午前９時２４分頃から本件動画が撮影され始

めた同日午前９時３７分頃までの約１３分間のうちに、深昏睡状態すなわちｅの意

識の状態が急激に変わることはあり得ないと証言するのみである（ｇ医師２０）。

ｈ医師も、ｅの意識レベルに関してのみ、本件動画におけるｅの状態が５分前に始

まったとはとても思えないが、何時頃から始まっているかは本件動画からは判定で

きない旨証言する（ｈ医師３３）。ｉ医師は、ｅは、本件動画の時点でかなり状態

が悪そうであったので、６月１１日午前８時過ぎ頃の状態について、１時間足らず

の時間で一気に意識レベルや呼吸の状態が悪くなったとは考えづらいから、ものす

ごく元気であった可能性はかなり少ないと思うが、同時刻頃に違った状態というの

は考えられる、本件動画を見ただけでいつからあの状態かは分からない旨証言する

（ｉ医師４、５、２２、２８、２９）。 

 また、ｅは、既に述べたとおり（前記５（１））、６月１０日に６２７号室に入

ってから、少なくともメジコンを４０錠飲んだと認められ、もっと多量のメジコン

を飲んだ可能性もあり、その他にも覚醒剤を含む複数種類の薬物を摂取していて、

６２７号室に入ってからかは分からないがＭＤＭＡも摂取していたが、結局いつど

の薬物をどの程度摂取したかは判然としないところ、ｈ医師の証言によれば、ｅが

メジコンを４０錠飲んだと仮定しても、実際に時間の経過でどういう効き方をして

いったのかについては、分からない点が多いこと（ｈ医師３３、３４）、メジコン

に加えてｅが摂取していたベタナミン、コンサータは、いずれも意識レベル、呼吸、

循環を抑制する方向に働く薬であるが、メジコンと併せて服用した時に、メジコン
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の効果を高める可能性があり、アルコールも様々な薬物の作用を増強すること（ｈ

医師２０、４９）、その他にｅが摂取していた覚醒剤やカチノンも、メジコンの効

果を強める可能性があるが、特に覚醒剤についてはどの程度強めるか未知の部分が

多いこと（ｈ医師４９ないし５１）、ｅの体内から検出されたＭＤＭＡは、他の薬

剤の効果を増強する可能性が高いというデータがあるが、メジコンについてＭＤＭ

Ａと併用した場合にその相互作用によりどの程度強く効果が出ていたかについて

は、分かっていない部分が多いこと（ｈ医師４６ないし４９）が指摘できる。そし

て、ｉ医師の証言によれば、薬剤の相互作用はよく分からず、個人差もかなりある

こと（ｉ医師１２）、肝機能が悪いと、通常では考えられないほど薬の作用が出た

り、相互作用が起きたり、作用が長引いたりするところ、ＭＤＭＡと覚醒剤は、肝

機能に影響を及ぼす度合いが強いが、これらは違法薬物であり、メジコンとの相互

作用に関するデータはないこと（ｉ医師１２、１３、１６、１７）が指摘できる。 

 以上のとおり、ｇ医師、ｈ医師及びｉ医師は、６月１１日午前８時過ぎ頃より後

の、被告人が６２７号室から退出した同日午前９時２４分頃までの間のｅの状態に

関して、本件動画の時点から最も近い同時刻頃を含め、この時点からは気道、呼吸、

意識の状態がいずれも本件動画の時点と同様の状態にあったと考えられる旨説明す

る証言を全くしていない。そして、もともとｅがメジコン４０錠を飲んだと仮定し

ても実際に時間の経過でどういう効き方をしていったのかについては分からない点

が多いことに加え、ｅは、メジコンを４０錠より多く飲んだ可能性がある上、その

ほかにもメジコンの効果を強める可能性のあるアルコールや複数の薬物を摂取して

いたが、いつどの程度摂取したかは分からず、結局薬物の相互作用もよく分からず、

ｅが摂取していた薬物の中には、肝機能に影響し得る、どの程度メジコンの効果を

強めるか未知の部分が多い違法薬物も２種類含まれていたことを考慮すると、同日

午前８時過ぎ頃より後に、ｅがそれ以前に飲んでいたメジコンが、他の薬物と相ま

ってｅの身体にいつの時点でどのような効果を及ぼしていったかは、およそ判然と

しない。そうすると、本件動画の時点ではｅがその生存のために特定の保護行為を
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必要とする状態にあったと認められることを踏まえても、６月１１日午前８時過ぎ

頃より後の同日午前９時２４分頃までの間のｅについて、本件動画の際と同様のそ

の生存のために特定の保護行為を必要とする状態にあったと認めるには合理的な疑

いが残るといわざるを得ない。 

 （４）ア なお、ｂは、令和４年７月１１日及び同月１２日の取調べにおいては、

上記時間帯に、被告人が、ｅについて、「点滴したいけどね」「道具がないし、動

かせないからね」という旨の発言をした、この発言は、ｅに点滴をした方がよいが、

被告人もｂが伝えたためｅが覚醒剤を使っている状態であることは知っていたので

（ｃにも被告人に伝えたと話した）、救急車を呼ぶなどしてｅを病院等の点滴がで

きる場所まで動かすことは、ｅの覚醒剤事件に被告人やｂらも巻き込まれてしまう

のでできないという意味である、被告人の上記発言を後で思い出してｅに経鼻胃管

挿入をした旨供述し（甲３２、３３）、令和４年７月１４日の取調べにおいては、

被告人はｅを病院以外の場所に運ぼうという趣旨の発言もしていた旨供述する（甲

３４）。ｃも、被告人が本当は点滴をした方が良いと発言した旨証言する（ｃ６９

等）。 

イ しかし、被告人の病院以外の場所に運ぼうという趣旨の発言については、こ

れがあったとしても、被告人は特に医師による診察・治療をする必要はないからこ

そ病院以外の場所に運ぼうという発言をしたとも理解できる。 

ウ また、被告人の点滴に関する発言についてのｂの供述は、ｂが、医療措置に

関しては全くの素人であるのに、ｅに経鼻胃管挿入を行うというやや無謀な意思決

定をした契機に関するものであるから、その行為に至る経緯に被告人を巻き込む虚

偽供述をする可能性を慎重に考慮しなければならない。 

その観点を踏まえてｂの供述経過をみると、ｂが、医師である被告人から、点滴

したいけど道具がなく動かせないからできない旨の発言を聞いており、更にその発

言を思い出してｅに経鼻胃管挿入を行う判断をしたのであれば、被告人の上記発言

は相当強くｂの記憶に残ったはずである。しかし、ｂは、記憶が新しい段階の令和
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３年６月１７日の取調べにおいては、被告人がｅの脱水が心配だという話をしてい

たので、点滴を持ってくるのは無理であるから自分の発想として経鼻胃管挿入をす

ることにした旨供述しており（甲４４）、被告人が脱水を心配していた話も、点滴

に関する話も、経鼻胃管挿入をすることに決めた経緯も述べているのに、被告人の

点滴をしたいとの発言を思い出して経鼻胃管挿入の実施を決めたとは供述していな

い。そうすると、令和４年７月１１日及び同月１２日の取調べにおけるｂの上記供

述は、正確な記憶に基づくものであるか相当疑問が残るというほかない。 

そして、被告人は、令和３年７月２日、ｃが、ＥＴＨＩＣＳ（エシックス）とい

うＬＩＮＥグループ（被告人、ｂ、ｃらが参加していた。）に、ｅが覚醒剤を使用

して死亡した旨の連絡をしたのに対し、「えっ…、、ｆさん捨てたんじゃなかった

の？？？」と返信し、これに対しｃは「捨てた後で先生に黙ってまた買っちゃった

みたいですね…」と返信している（弁２）。また、同日、ｃが、同ＬＩＮＥグルー

プに、ｅが覚醒剤を「腕に注射してるのを見てました」とのメッセージを送信した

のに対し、被告人は、「それは、あの日？」「そっか、、辞めていたのかと思って

いた、、」と返信している（弁２）。これらのやり取りによれば、被告人が、ｃや

ｂにすぐにＬＩＮＥのメッセージで反論され、しかもＬＩＮＥの記録に残ってしま

う可能性がある状態で見え透いた嘘をつくとは考えられないから、被告人は、ｂか

ら、６２７号室においてｅが覚醒剤を使ったことを知らされていなかったと認める

のが相当である。そうすると、被告人の点滴に関する発言についてのｂの供述は、

その前提事実を欠くといわざるを得ない。 

以上に述べた事情を併せ考えると、令和４年７月１１日及び同月１２日の取調べ

におけるｂの上記供述は、経鼻胃管挿入の実施を決めた経緯に被告人を巻き込む意

図でなされた虚偽供述の疑いが払拭できない。 

エ ｃについては、令和３年６月１２日及び令和４年６月２９日の各取調べにお

いて、被告人が点滴をしたいと発言した旨は供述しておらず、特に後者の取調べに

おいては、ｂやｃらが経鼻胃管挿入をした経緯について供述したのに、被告人の上
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記発言が経鼻胃管挿入実施の契機になったことはもちろん、上記発言自体も供述し

ていない（ｃ６９ないし７８、８０ないし８２）。しかも、ｃは、公判廷での被告

人の発言に係る証言について、公判廷での記憶が確かではないことを認める証言も

している（ｃ７８）。そうすると、被告人の点滴に関する発言についてのｃの証言

は、記憶の正確性に相当疑問があるというほかない。 

オ 以上によれば、被告人の点滴に関する発言があったとするｂの供述及びｃの

証言は信用できず、被告人の病院以外の場所に運ぼうという発言から、ｅの状態の

悪さを推認することはできない。 

 （５）ア 加えて、６月１１日午前８時過ぎ頃より後の同日午前９時２４分頃ま

での間については、被告人がｅを見てその状態を把握していたことを認定できる証

拠はない。被告人は、公判廷で、同日午前８時過ぎ頃にｅの状態を見た後、同日午

前８時１０分以降はｅの状態は見ていない旨供述しているし（被告人３３）、ｂ及

びｃも、被告人がｅの状態を見ていたとの供述や証言はしていない。もちろん、被

告人は、上記時間帯は基本的に６２７号室にいたと認められるし、同室は狭い部屋

であるので、被告人がｅの姿を全く見ていなかったとはいえないが、ｅが、その姿

が目に入る程度で、その生存のために特定の保護行為を必要とすることが把握でき

る状態にあったと認定できる証拠はない。 

 イ 検察官は、上記時間帯において、ｂとｃが繰り返しｅに対して確認行為をす

る中で、被告人のみがそれをしていなかったというのは極めて不自然である旨主張

し、被告人の上記公判供述の信用性を争うが、既に述べたとおり、ｃが確認行為を

していた旨のｃの証言は信用できないし、ｂも、上記時間帯に２ないし３回脈と体

温をみただけであるというのであるから、夕方までには目を覚ますとｂに伝えてい

た被告人がそれ以上ｅの状態を見なかったことが、ｂらの対応に比較して不自然と

はいい切れない。 

 検察官は、被告人は、捜査段階の供述や知人に対するＬＩＮＥのメッセージ（被

告人８２ないし８５、弁２）において、同日午前９時前後頃や６２７号室から帰る
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時にｅの状態を見た旨述べており、これと上記公判供述は異なり、被告人が不合理

に供述を変遷させたものである旨主張するが、被告人は、この変遷の理由について、

ｃが６２７号室に戻ってきた時間を教えてもらうことで、自分がｅの状態を見た正

確な時間が分かった旨説明しているところ（被告人８３、８４）、被告人の公判供

述は、ｃが６２７号室に戻ってくる前に被告人がｅの状態を見たという点において

ｂの供述（甲３２）と一致しているから、被告人は変遷の合理的な理由を説明して

いるといえる。 

 そうすると、検察官の主張を検討しても、同日午前８時１０分以降ｅの状態は見

ていない旨の被告人の供述の信用性を否定することはできない。 

第４ 結論 

 以上のとおり、ｅが、６月１１日午前８時過ぎ頃から同日午前９時２４分頃まで

の間に要保護状態に陥っていたと認めるには合理的な疑いが残り、また、同日午前

８時過ぎ頃より後の同日午前９時２４分頃までの間については、被告人がｅの状態

を見て把握していたことにも疑問が残る。 

 したがって、争点①及び③について判断するまでもなく、本件公訴事実について

は犯罪の証明がないから、刑訴法３３６条により、被告人に対し、無罪の言渡しを

する。 

（求刑 懲役２年） 
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